
居住者Aが非居住者Bへ貸付けする場合
---居住者・非居住者の定義は、日本銀行のホームページ 「外為法の報告書

　　についてよく寄せられる 質問と回答  （資本取引編）」をご確認下さい。

Yes
No

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。

<注2>届出書の提出にあたっては、記入の手引を確認の上、手続を行って下さい。

<注3>ここでご案内の届出書以外に、貸付金を海外に送金する際には、「支払又は支払の受領に関する報告書」の

提出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。なお、同報告書の提出にあたっては、同報告書の記入の

手引をご確認下さい。
No

スタート

許可が必要な取引で

ある<注1>

貸付期間が1年

を超える
Bは以下の届出事業を営んでいる

1) 漁業（水産動植物の採捕事業）

2) 皮革または皮革製品製造業

武 製造業

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。

<注2>届出書の提出にあたっては、記入の手引を確認の上、手続を行って下さい。

<注3>ここでご案内の届出書以外に、貸付金を海外に送金する際には、「支払又は支払の受領に関する報告書」の

提出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。なお、同報告書の提出にあたっては、同報告書の記入の

手引をご確認下さい。

Bは法人である許可が必要な取引で

ある<注1>

許可申請が必要です。

貸付期間が1年

を超える
Bは以下の届出事業を営んでいる

1) 漁業（水産動植物の採捕事業）

2) 皮革または皮革製品製造業

3) 武器の製造業

4) 武器製造関連設備の製造業

5) 麻薬等の製造業

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。

<注2>届出書の提出にあたっては、記入の手引を確認の上、手続を行って下さい。

<注3>ここでご案内の届出書以外に、貸付金を海外に送金する際には、「支払又は支払の受領に関する報告書」の

提出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。なお、同報告書の提出にあたっては、同報告書の記入の

手引をご確認下さい。

Bは法人である許可が必要な取引で

ある<注1>

許可申請が必要です。

具体的には財務省にご

照会下さい。

貸付期間が1年

を超える
Bは以下の届出事業を営んでいる

1) 漁業（水産動植物の採捕事業）

2) 皮革または皮革製品製造業

3) 武器の製造業

4) 武器製造関連設備の製造業

5) 麻薬等の製造業

次の(1)～(4)のいずれかに該当する

(1) AのBに対する出資比率が10％以上

(2) Aと、Aの100％出資子会社（居住者、非居住者は問わない）の、

Bに対する合計出資比率が10％以上

(3) Aと Aの共同出資者（居住者 非居住者は問わない）の Bに対

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。

<注2>届出書の提出にあたっては、記入の手引を確認の上、手続を行って下さい。
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手引をご確認下さい。

Bは法人である許可が必要な取引で

ある<注1>

許可申請が必要です。
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(2) Aと、Aの100％出資子会社（居住者、非居住者は問わない）の、

Bに対する合計出資比率が10％以上

(3) Aと、Aの共同出資者（居住者、非居住者は問わない）の、Bに対

する合計出資比率が10％以上

(4) 出資関係がなくとも、AとBとの間に次のいずれかの永続的な関

係がある

イ．AがBに対して役員を派遣

ロ AがBに対して長期にわたって原材料の供給を行っている

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。
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提出が必要な場合がありますので、ご注意下さい。なお、同報告書の提出にあたっては、同報告書の記入の

手引をご確認下さい。

Bは法人である

A、B共に手続不要<注3>

許可が必要な取引で

ある<注1>

許可申請が必要です。

具体的には財務省にご

照会下さい。

貸付期間が1年

を超える
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(4) 出資関係がなくとも、AとBとの間に次のいずれかの永続的な関
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イ．AがBに対して役員を派遣

ロ．AがBに対して長期にわたって原材料の供給を行っている、

またはAとBとの間で長期にわたって製品の売買を行っている

ハ．AがBに対して重要な製造技術の提供をしている

<注1>許可が必要な取引については、財務省のホームページ「経済制裁措置及び許可手続」をご確認下さい。
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Aは、貸付金額に関係なく、貸付契約の締結前に、対外直接投資に

関する以下の届出書の提出が必要<注2、注3>（Bは手続き不要）

様式18（外為省令）「対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する

届出書｣
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